
様式第３号（第３条関係） 

緑化施設工事完了延期認定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

行田市長          印  

 

    年  月  日付で申請のあった緑化施設に関する工事を完了できないことについて、

都市緑地法第４３条第１項の規定に基づき、次のとおり認定したので通知します。 

 

１ 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積 

建 築 物 の 名 称  

地 名 地 番  

敷 地 面 積  

 

２ 既存の緑化施設の位置、種別及び面積 

既存の緑化施設の位置 配置図のとおり 

種 別 配置図のとおり 

面 積  

 

３ 整備する緑化施設の概要、規模、配置、種別及び面積 

整備する緑化施設の 

概 要 及 び 規 模 
 

配 置 配置図のとおり 

種 別 配置図のとおり 

面 積  

 

 

 



４ 上記３のうち工事を完了することができない緑化施設の概要、規模、配置、種別、面積、

当該工事を完了することができない理由及び完了予定年月日 

工事を完了することが 

できない緑化施設の 

概 要 及 び 規 模 

 

配 置 配置図のとおり 

種 別 配置図のとおり 

面 積  

工 事 を 完 了 す る 

ことができない理由 
 

完 了 予 定 年 月 日 年  月  日 

 

５ 緑化施設の面積の敷地に対する割合 

上記２と３を合計した緑化施設の面積の敷地面積に対する割合  

上記２と３を合計した緑化施設の面積から上記４の緑化施設の

面積を減じた緑化施設の面積の敷地面積に対する面積の割合 

 

（注）面積については、都市緑地法施行規則第９条の規定に基づいて計算したもの。 

 

備考 １ 緑化施設の工事が完了したときは、緑化施設工事完了延期認定に係る緑化施設工事

完了届（様式第４号）にこの通知書の写しを添付して提出してください。 

   ２ 審査請求について 

     この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３月以内に行田市長に対して審査請求をすることができます。 

   ３ 取消訴訟について 

     この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（２の審査請求をし

た場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して

６月以内に、行田市を被告として（訴訟において行田市を代表する者は行田市長とな

ります。）提起することができます。 


